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マエストロの解説

　BEPS行動計画7では、恒久的施設（PE）の
範囲、定義の変更について議論が行われてい
る。これは、意図的にPE認定を避けるような
ビジネスモデルを採ることによって法人税課税
を回避するスキームを防止することを目的とし
ている。つまり、外国法人に対する課税につい
ての大原則として、PEを通じてその国で事業
活動を行った場合のみ法人税の対象となるとさ
れているところ（一般に「PEなければ課税な
し」と言われている。）、外国で事業活動を行う
際には通常なんらかの事業拠点が必要となろ
う。しかしながら、この事業拠点が税務上の
PEに該当しなければ結果として法人税の納税
義務が生じないこととなるため、事業拠点が
PE認定を受けないような特定のビジネスモデ
ルを採用して事業を行うことにより、法人税課
税を回避するケースをBEPSでは問題視してい
る。BEPS行動計画7における討議草案では、
具体的に、次の5項目について検討されてお
り、最終的にはOECDモデル条約及びコメン
タリーの改定につながることとなる。
①　コミッショネア取極め及び類似モデル
②　特定の活動における例外規定
③　契約分割
④　保険
⑤　PEへの利益の帰属及び移転価格問題

コミッショネア取極めに対する方策1
（1）コミッショネア取極めの具体例
　コミッショネア取極めとは、日本では「問屋
（といや）」スキームと呼ばれるもので、討議草
案では「特定の国で自らの名で製品を販売する
が、これらの製品の所有者である外国企業のた
めに行う者に係る取極め」とされている。販売
行為そのものは、自らの名前で行うが、商品の
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所有者はコミッショネア取極めの相手方のまま
という商取引の形態である。例えば外国の企業
が日本国内で製品を販売する場合には、一般に
次の3つのパターンが考えられる。
i ）自ら販売のための支店を設けて販売する
ii ）日本法人に販売し（輸出）、日本国内で
は、その日本法人が販売する
iii）日本法人に販売せず、製品の所有権は保持
したまま、日本法人は販売業務のみ行う
　この i ）の場合には、その外国企業の日本支
店はPEに該当し、外国法人として、当該支店
の販売利益が日本の法人税の対象となる。ii）
の場合（一般にバイセル（buy-sell）と呼ばれ
る）には、日本のマーケットでの販売利益は、
製品を輸入した日本法人が稼得することにな
り、日本の法人税の対象となる。iii）のケース
がコミッショネア取極めと呼ばれるもので、日
本国内で販売する者は、販売という作業のみ行
うことになる。バイセルとの相違点は、商品の
所有権は移転せず販売行為のみ行う点であり、
所得源泉は販売ではなく役務（販売行為）提供
による報酬となる。所有権が移転しないという
ことは、在庫リスクを負うこともなく、マーケ
ティング戦略等の機能も果たすことがないた
め、コミッショネア取極めに基づく所得は、バ
イセルによる販売利益よりも小さくなると考え
られる。つまり、日本における所得が少なくな
り、その結果法人税も少なくなることになる。
　BEPSにおける議論の視点は、日本国内の販
売利益を少なくするためにコミッショネア取極
めを採用しているケースを前提とし、こうした
取極めの効果を滅殺するようにPEの範囲、定
義を変更しようとするものである。つまり、コ
ミッショネア取極めは、販売行為が行われる国

での課税所得を減少させるために用いられてい
るという認識に基づいている。しかしながら、
コミッショネア取極めの長所、たとえば市場参
入における容易性等、実際のビジネスの観点か
らの検討も合わせて行うべきと考えられる。
（2）想定される改正案
　①　代理人PE
　コミッショネア取極めがPEの定義の観点か
ら問題となるのは「代理人PE」の規定であ
る。コミッショネア取極めに基づいて販売活動
を行う者は、一般的には代理人としての機能を
果たすこととなり、いわゆる「代理人PE」に
該当するようにも考えられる。しかしながら現
行の代理人PEの定義、範囲は、「企業に代わっ
て行動する者（61の規定が適用される独立代理
人の地位を有する代理人を除く。）が、一方の
締約国内で、当該企業の名において契約を締結
する権限を有し、かつ、この権限を反復して行
使する場合には、当該企業は、その者が当該企
業のために行うすべての活動について、当該一
方の締約国内に恒久的施設を有するものとされ
る。」2とされており、この「当該企業の名にお
いて契約を締結する権限を有し」の規定から、
文言上は代理人PEには該当しないと考えられ
ている（コミッショネア契約では販売者の名で
契約することになるため）。また、代理人PE
に該当しないとされる「独立代理人」の例示と
して「問屋（commission agent）」が挙げられ
ており、この規定からも、これまではコミッ
ショネア取極めに係る代理人を代理人PEと認
定することは一般的には想定されないところで
ある。
　②　モデル条約の改正案
　討議草案では、PEの定義、範囲の見直し案

1 　独立代理人の規定であり、OECDモデル条約第5条6項では、「企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋
（commission agent）その他独立の地位を有する代理人を通じて一方の締約国内で事業を行っているという理由のみでは、当
該一方の締約国内に恒久的施設を有するものとされない。」とされている。

2 　OECDモデル条約第5条第5項
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として4つの案が提案されているが、この中で
最も好ましい案とされているものは、「代理人
が、ある企業のために、反復して、契約を締結
し、又は契約の重要な要素を交渉する場合で、
当該企業の名において締結する契約、当該企業
の財産に係る契約、当該企業による役務提供の
ための契約のいずれかに該当する場合には代理
人PEに該当する」というものである。
　この案では、従来の「当該企業の名において
契約する権限を有し、かつ、この権限を反復し
て行使する場合」に比し、より範囲が広くなる
ものといえよう。また、「契約の重要な要素を
交渉する」という新たな概念については、「契
約の性質によって異なるものの、一般的には契
約当事者の決定及び契約対象となる商品・役務
の価格・性質・分量等である」とされている。
　また、代理人が「独立代理人」に該当する場
合には、代理人PEに該当しないこととなる
が、討議草案において、「専属的にまたはほと
んど専属的に一の企業又は関連企業に代わって
行動する者は独立代理人とされない」とされて
いることから、グループ内でのコミッショネア
取極めに基づく代理人は、ほぼ、独立代理人に
該当しないこととなろう（つまり代理人PEに
該当）。

準備的・補助的機能への限定2
（1）ネット通販業者の倉庫の取扱い
　先般、「ネット通販業者が進出先の国に倉庫
を持っていれば、進出先が法人税をかけられる
よう経済協力開発機構（OECD）が課税ルール
を見直す。」と報じられた3。これは、OECDモ
デル条約等現行のルールでは、倉庫のみでは
PEを構成しないとされており、海外のネット
通販業者が日本市場で行うネット販売において

は、その販売利益は本国の法人の利益となり、
日本では法人税の課税対象に入らない（日本の
法人税が課されない）こととなるため、この
ルールを見直すという内容である。
　図にあるように、日本からの注文は、オンラ
インで直接米国本社に入り、商品は、日本国内
のストックから配送されることとなる。マーケ
ティング、受注等の販売活動は、基本的に米国
内でおこなわれ、米国本社の当該販売活動に関
する機能・プレゼンスは日本国内に存在しない
（PEがない）ビジネスモデルとなり、その販売
利益は米国本社に帰属し、日本では課税対象と
なる所得がないこととなろう。なお、こうした
ビジネスモデルの場合、日本国内に存在する倉
庫における活動、例えば配送の手続き等は、別
の日本法人が対価を得て行うこととなるため、
その所得（役務提供報酬）は日本の法人税の課
税所得となる。視点を変えれば、日本国内に商
品が販売されるのに、販売利益は日本に帰属せ
ず、より僅少な役務提供報酬のみが課税対象と
なることを問題視しているものである。

3 　日本経済新聞「国際通販、相手国で課税―OECD方針」（2015年7月2日）
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の提出は必要ない　

【図3】
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税込経理方式
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の提出は必要ない　

【図2】
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簡易課税制度選
択届出書を提出

簡易課税制度選
択不適用届出書
を提出

※この期間で簡
易課税制度選
択不適用届出
書を提出する
ことはできない

【図4】年の中途からの経理処理の変更
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課税事業者（原則課税）
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を取得

課税売上割合が著しく変動し
たか否かの判定→税額調整

課税売上割合が著しく
変動したか否かの判定
→税額調整

第1種事業に該当するか 第1種事業

【図表3】改正法による事業区分の判定順序
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Yes
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【図1】税込経理方式と税抜経理方式

税込課税仕入高 ×

税抜方式
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理
方
法

総額表示義務の適用除外と総額表示義
務の適用除外となる取引（事業者間取引）

平成16年4月1日
から当分の間

平成15年10月1日
から当分の間

内税価格に8/108を乗じ、
円未満の端数を処理した後
の消費税額等を領収書等
に明示している場合（注）

平成26年4月1日
から当分の間

別途受領した消費税額等
に63/80を乗じて課税標
準額に対する消費税額を
計算することができる

領収書等に明示した消費税
額等に63/80を乗じて課
税標準額に対する消費税
額を計算することができる

別途受領した消費税額等
に63/80を乗じて課税標
準額に対する消費税額を
計算することができる

外税方式で本体価格と消
費税額等を区分して代金
を決済

内税価格で代金を決済
外税方式で本体価格と消
費税額等を区分して代金
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課税取引について、すべて消費税等込みの金額で記帳
する方法

課税取引について、その対価の額を税抜価額と消費税額等に区分し、売上げ
に係る消費税及び地方消費税は「仮受消費税等」、仕入れに係る消費税及び
地方消費税は「仮払消費税等」として別建てで記帳する方法

【図2】納付税額の処理方法

税込方式
翌期の申告の時点で租税公課として費用計上する

決算において未払費用として租税公課に計上する

仮受消費税等a/cと仮払消費税等a/cの残高を消却し、納付消費税等を未払費用と
して計上する。貸借の差額については、雑損失a/c、雑収入a/cにより処理をする。

【図2】仕入税額の計算方法
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特例

【図3】還付税額の処理方法

翌期に還付金が振り込まれた時点で雑収入として収益計上する

決算において未収入金として雑収入に収益計上する

仮受消費税等a/cと仮払消費税等a/cの残高を消却し、還付消費税等を未収入金と
して計上する。貸借の差額については、雑損失a/c、雑収入a/cにより処理をする。

原則

特例
税込方式

税抜方式
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理
方
法

総額表示義務（転嫁対策法）の適用対象
となる取引

（経過措置A） （経過措置B） （経過措置C）

総額表示義務の適用除外となる取引（事
業者間取引）

計
算
方
法

適
用
期
間

平成16年4月1日
から当分の間

平成15年10月1日
から当分の間

内税価格に8/108を乗じ、
1円未満の端数を処理した
後の消費税額等を領収書
等に明示している場合（注）

平成26年4月1日
から当分の間

別途受領した消費税額等
に63/80を乗じて課税標
準額に対する消費税額を
計算することができる

領収書等に明示した消費税
額等に63/80を乗じて課
税標準額に対する消費税
額を計算することができる

別途受領した消費税額等
に63/80を乗じて課税標
準額に対する消費税額を
計算することができる

外税方式で本体価格と消
費税額等を区分して代金
を決済

内税価格で代金を決済
外税方式で本体価格と消
費税額等を区分して代金
を決済

【図1】旧消費税法施行規則22条1項の特例計算

【図2】外国銀行への預金利息

総額表示義務（転嫁対策法）の適用対象
となる取引

（経過措置A） （経過措置B） （経過措置C）

仕
入
税
額
の
計
算
方
法

6.3
108

税込課税仕入高 × 6.3
108

領収書等に記載された消費税額等 × 6380

帳簿等で区分経理した消費税額等 ×

（注）消費税額等の端数処理は切捨てか
　　四捨五入のいずれかによること

63
80

税込方式

（税抜課税売上高+仮受消費税等）×

課税標準額×6.3%
　　　　　  =課税標準額に対する消費税額

=課税標準額（千円未満切捨）

100
108

（注）「税抜価格」と「税抜価格×8%」との合計額に8/108を乗じて「経過措置B」を適用することはできないが、この場合には「経
　　過措置A」あるいは「経過措置C」を適用することができる。
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【図1】輸出入取引の関係

日　

本

ア
メ
リ
カ

譲渡
（国内取引＝輸出免税） 輸入

 譲渡
（国外取引）

輸入（引取課税）

ア
メ
リ
カ

譲渡
（国内取引＝輸出免税） 輸入

 譲渡
（国外取引）

輸入（引取課税）

【図3】役務の提供の内外判定

…

…例外
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定

役務の提供が行われた場
所で判定する（消法4③二）。

国際運輸や国際通信な
ど、国際間にわたって行
われる役務の提供につ
いては、表3の区分ごと
に判定する（消令6②）。
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果

当社 外国銀行
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取引等とみなす

国内 国外

【図1】非居住者に対する貸付金利子の取扱い

【図】国外転出時課税の特例

金銭の貸付け
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課税資産の輸出
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【図3】外国銀行の日本支店への預金利息

預金

利息
当社 外国銀行外国銀行の
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非課税売上高
（みなし輸出取引とはならない）

国内 国外

利息

外国銀行

送金
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【例：香港、シンガポール】
<日　　本>日　　本 キャピタルゲイン非課税国キャピタルゲイン非課税国

甲

A社株式

売却

⇒ 日本でも出国先の国でもキャピタルゲインに対して課税されない。

甲（A社創業者）

A社株式 国 外 転 出

含み益

含み益

キャピタルゲイン
非課税

【図】ネット通販業者のビジネスモデル
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商品は適宜配送し、在庫保有

代金決済

ネット経由で
注文
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注文内容伝達
配送指示

預金第三者宅配業者等
により配達

利息

米国企業

日本企業

倉庫

国外支店

国外取引
（課税売上
割合の計
算に関係
させない）

・日本国内での配送手配
・米国企業からの報酬は日本で課税

米国 日本
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（2）想定される改正案―準備的又は補助的機能
　現行のOECDモデル条約では、「企業に属す
る物品又は商品の在庫を保管、展示又は引き渡
しのためにのみ施設を使用すること」又は「企
業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又
は引渡しのためにのみ保有すること」はPEが存
在、保有することにはならないとされている4。
したがって、通販業者が使用する配送のための
倉庫の存在のみではPE認定することはできな
いといえる。
　このような通販業者の使用する倉庫をPEと
認定することができるよう、いくつかの改正案
が提案されている。そのうち最も可能性が高い
と考えられる案では、倉庫、購入（仕入）及び
情報収集のための施設について単純にPEの例
外とせず、すべて「準備的又は補助的」な機能
に限定するというものである。したがって、倉
庫等を有していても、それが準備的又は補助的
な機能を果たす場合にはPEに該当せず、逆
に、準備的又は補助的な機能の程度を超えてい
る場合にはPE認定されることとなる。
　なお、「準備的活動」及び「補助的活動」に
ついてはコメンタリーに記されることとなろう
が、現在の案では、「準備的活動とは、一般
に、全体として、企業活動の本質的で重要な部
分の計画に当たり、事前に比較的短期間実施さ
れるもの」とされ、「補助的活動とは、一般
に、全体として、企業活動の本質的で重要な部
分について、その一部となることなくそれを支
える活動に相当する」とされている。
（3）改正後の実務に与える影響
　国境をまたぐ通信販売は以前から存在してい
たが、販売国に存在する倉庫はPEに該当しな

いことから、これまでは課税問題が顕在化する
ことはなかった。倉庫の存在及びその機能は、
販売業者の商品販売という事業においてその一
部をなすものであるが、国境をまたぐ通信販売
の数量、分量及びそもそも倉庫の果たす機能の
程度が、あえてPE認定して課税関係を生じさ
せるほどのものでないとの考え方からPEから
倉庫を除外していたと考えられる。しかしなが
ら、昨今のIT技術の進化、ITビジネスの発展
から、ネット通販の数量、分量が爆発的に増加
し、また倉庫の果たす機能が重要なものとなっ
てきたといえよう。これが今回のPEの範囲の
見直しを正当化する理由といえよう。
　しかしながら、ネット経由の通信販売の量的
増加及びそれに伴う倉庫の必要性は事実である
が、ネット通販はこれまでにないビジネスモデ
ルであって、それに合わせてPEの定義を変更
することは、極めて安易な対応であって、特異
なケースのために本論を変更することといえよ
う。PEの定義を変更するのではく、「PEなけ
れば課税なし」という課税原則の再検討もしく
は例外的取り扱いとして対応すべきと考えられ
る。
　特に、そもそもPEとは「事業を行う一定の
場所」であって、あらたなネット通販モデルに
おいて、いかなる事業活動が倉庫で行われてい
ると考えるべきなのか。PE認定しても、帰属
すべき所得をどのように把握するのかという極
めて難しい問題も生じる。日本以外のネット通
販業者を日本で課税できるようにするための改
正が、かえって日本のネット通販企業の諸外国
における安易な課税を誘発し、日本企業の税負
担を増加させることにつながる危険性がある。

4 　OECDモデル条約第5条第4項a）, b）


